
 

 

 

   令和７年度大阪市下水道事業会計予算 

 

（総 則） 

第１条 令和７年度大阪市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴ 管 渠 延 長 4,976,354 メートル 

⑵ 抽 水 所 59 ヵ所 

⑶ 下 水 処 理 場 12 ヵ所 

⑷ ス ラ ッ ジ セ ン タ ー 1 ヵ所 

⑸ 建 設 改 良 事 業 の 概 要   

管 渠 工 事 20,600,883 千円 

抽 水 所 工 事 13,247,161 千円 

処 理 場 工 事 34,748,423 千円 
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（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収 入 

   千円 

第１款 下 水 道 事 業 収 益 
千円 

86,820,815 
 

第１項 営 業 収 益 66,265,654    

第２項 営 業 外 収 益 20,209,320    

 第３項 特 別 利 益 345,841    

 

支 出 

   千円 

第１款 下 水 道 事 業 費 用 
千円 

82,301,096 
 

第１項 営 業 費 用 78,827,053    

第２項 営 業 外 費 用 3,444,043    

第３項 予 備 費 30,000    

 

  



 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額29,385,973千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調

整額3,590,380千円及び損益勘定留保資金25,795,593千円で補塡するものとす

る。）。 

収 入 

   千円 

第１款 資 本 的 収 入  
     千円 

67,568,069 
 

第１項 企 業 債 42,196,000    

第２項 固定資産売却代金 2,703    

第３項 国 庫 補 助 金 24,437,398    

第４項 一 般 会 計 補 助 金 122,084    

第５項 工 事 負 担 金 809,884    

 

支 出 

   千円 

第１款 資 本 的 支 出 
千円 

96,954,042 
 

第１項 建 設 改 良 費 68,596,467    

第２項 企 業 債 償 還 金 28,357,575    

 

  



 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定

める。 

事 項  期 間  限 度 額  

  令和 年度  千円 

管 渠 施 設 管 理 事 業  ８  26,000  

下水道施設包括的維持管理事業  ８～23  326,130,768  

管 渠 工 事  ８～10  14,969,128  

抽 水 所 工 事  ８～11  11,338,341  

処 理 場 工 事  ８～11  25,399,224  

物品・業務委託等下水道事業  ８  2,625,870  

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 千円   

下 水 道 事 業 42,196,000 普通貸借又は

証券発行（他

の地方公共団

体との共同発

行を含む。）。 

年9.5％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率） 

起債年度の翌年度から

据置期間を含め、40年

以内に償還する。 

ただし、本期間中に未

償還額の範囲内におい

て借り替えることがで

きる。 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、13,000,000千円と定める。 

  



 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

⑴ 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の

間の流用 

（他会計からの補助金） 

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、24,164,845千円である。 

 

       


